各　位　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 2003.07.14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤穂中央通商店街振興組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事長　木村　武俊

「空き店舗対策事業のレクチャー及び勉強会」のご案内
中小企業庁 中小企業施策「コミュニティ施設活用商店街活性化事業」による、商店街の空き店舗の活用方法について、中小企業事業団より派遣頂きましたシニア・アドバイザー園　利宗氏のレクチャーと勉強会のオープン講座（無料）を、当組合の主催で開催いたしますので、是非、ご参加頂き地元商店街の活性化をお図り頂きたく、以下の内容をもって

ご案内させて頂きます。

日 時：平成１５年７月１８日（金）　午後７時～９時まで

場 所：加里屋まちづくり会館　1F　　赤穂市加里屋2188-18

講 師：シニア・アドバイザー　園　利宗氏

主 催：赤穂中央通商店街振興組合

中小企業庁 中小企業施策　「コミュニティ施設活用商店街活性化事業」の概要

商店街の空き店舗を活用して親子連れやお年寄りが心地よく過ごせるコミュニティ施設を設置・運営する際に支援します。

· 対象となる方

商店街振興組合、商工会、商工会議所、社会福祉法人、NPO法人等

· 事業の内容

商店街の空き店舗を活用して商店街振興組合、社会福祉法人、NPO法人等が保育サービス施設や高齢者交流施設等のコミュニティ施設を設置・運営する際の改装費や家賃補助等について最長３年間補助します（ただし、社会福祉法人、NPO法人等が実施する場合には、商店街と連盟での申請が必要）。　また、社会福祉法人等が保育所、放課後児童健全育成事業やつどいの広場事業等の保育サービス等事業を行う場合、厚生労働省に支援策を通じて人件費の補助を併せて受ける事も可能です（ただし、事業者が別途厚生労働省の設置認可等を受ける事が必要）。

｛活用事例｝

· 商店街振興組合が子供一時預かり施設を設置・運営。

· NPO法人が託児サービス機能を備えたキッズガーデンを設置・運営。

· 商工会議所が高齢者交流サロン等を設置・運営。

· 商工会議所が子育て支援施設と高齢者交流施設を併せて設置・運営。

· 補助の内容

　　　補助対象事業費の1/3を国、地方公共団体が1/3。　事業者は1/3を負担。

場所・駐車場等については、下記の赤穂中央通商店街(振)事務局にお問合せ下さい。

赤穂中央通商店街（振）事務局

〒678-0239 赤穂市加里屋2188-18　（加里屋まちづくり会館内）
TEL 0791-42-2133  FAX 0791-42-2133  tyuodori@c.ako-wai2.com

